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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、ミッションとして「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」を定

め、コーポレート・ガバナンスの実践・強化により経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図り、全てのステークホルダーとの対話を通じて、
持続的な成長と中長期的な企業価値及び株主価値の向上に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ＳＦプロパティマネジメント株式会社 7,368,200 56.03

嵜本　晋輔 560,600 4.26

嵜本　晃次 448,000 3.40

SIX SIS LTD． 434,500 3.30

TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP 354,400 2.69

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 241,200 1.83

野村證券株式会社 121,456 0.92

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 92,699 0.70

MSIP CLIENT SECURITIES 89,800 0.68

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510499 81,700 0.62

支配株主（親会社を除く）の有無 ＳＦプロパティマネジメント株式会社

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記外国人株式保有比率及び大株主の状況は2025年８月31日時点の情報です。

２．持株比率は、自己株式（594,880株）を控除して計算しております。なお、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。

３．2025年８月１日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブイアイエス・アドバイザーズ・エルピーが2025年７月
25日現在で846,600株保有している旨が記載されているものの、当社として2025年８月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、
上記大株主には含めておりません。

４．ＳＦプロパティマネジメント株式会社は、代表取締役 嵜本晋輔の資産管理会社であります。



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 8 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は支配株主及び当該株主の近親者との取引は行わないことを原則としておりますが、当該取引を行う場合には、一般の取引条件と同様の適
切なものとすることを基本条件とし、取引の内容及び妥当性につき、当該取引金額の多寡に関わらず、独立社外取締役、監査等委員の見解を踏
まえた上で取締役会の承認を得なければならないこととしております。このプロセスを経ることで、少数株主の保護に努めております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

夫馬　賢治 他の会社の出身者

平原　依文 他の会社の出身者

蒲地　正英 公認会計士

後藤　高志 弁護士

小林　美奈 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

夫馬　賢治 　 　 ―

夫馬賢治は、2013年よりサステナビリティ及びE
SG投資のアドバイザリー会社を経営し、豊富な
経験と高い見識を有しております。当社グルー
プにおいても経営全般、特にESG戦略に関する
実践的かつ客観的な助言をしており、今後も当
社グループの成長に寄与することが期待できる
と判断しております。

平原　依文 　 ○ ―

平原依文は、複数国における留学経験や大手
製薬会社等での勤務経験を通じ、サステナビリ
ティ、教育、国際ビジネスに関する実績と見識
を有しております。当社グループにおいても海
外戦略や組織人事領域に関する実践的かつ客
観的な助言をしており、今後も当社グループの
成長に寄与することが期待できると判断してお
ります。なお、同氏は、当社との間に特別な利
害関係を有しないため、一般株主との利益相
反が生じるおそれはなく、独立性を有しており
ます。

蒲地　正英 ○ ○ ―

蒲地正英は、公認会計士・税理士として培われ
た高度な専門知識に加え、他社における社外
役員としての豊富な経験を有し、企業経営を統
治するための十分な見識を兼ね備えておりま
す。今後も監査等委員として、業務執行の監督
等に十分な役割を果たすことが期待できると判
断しております。なお、同氏は、当社との間に
特別な利害関係を有しないため、一般株主との
利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有し
ております。

後藤　高志 ○ ○ ―

後藤高志は、弁護士としての豊富な専門知識
に加え、他社における社外役員としての豊富な
経験を有し、企業経営を統治するための十分
な見識を兼ね備えております。今後も監査等委
員として業務執行の監督等に十分な役割を果
たすことが期待できると判断しております。な
お、同氏は、当社との間に特別な利害関係を
有しないため、一般株主との利益相反が生じる
おそれはなく、独立性を有しております。



小林　美奈 ○ ○ ―

小林美奈は、弁護士としての経験を通じて培わ
れた知識及び高い見識を有しております。今後
の当社グループのグローバル展開及びESGの
取組に関して、積極的な意見を述べることが期
待できると判断しております。なお、同氏は、当
社との間に特別な利害関係を有しないため、一
般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独
立性を有しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員のうち社内取締役１名が常勤しており、経営執行会議等の重要な会議体への参加をはじめ日常的な情報収集を実施するとともに、内
部監査部門と連携し適切な情報伝達が行われていることから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりません。今後、
監査等委員会がその職務を補助すべき人員を置くことを求めた際には、当該人員を任命・配置するものといたします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人から監査計画の説明及び監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施している
かの監視・検証を行っております。また、内部監査担当及び会計監査人と四半期に一度情報共有を行い、監査の過程において発見された問題点
等を共有し、適切な監査を確保できるよう取り組んでおります。内部監査室は、内部監査の結果を定期的に代表取締役に報告するとともに監査等
委員会に対しても報告を行い、都度情報交換を行うことで相互連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された代表取締役１名を含む３名以上の取締役で構成され、過半数を独立社外取締
役とすることとしており、現在は、代表取締役 嵜本晋輔、独立社外取締役 後藤高志（委員長）、蒲地正英の３名で構成されております。

指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

（１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項



（２）代表取締役の選定・解職に関する事項

（３）役付取締役の選定・解職に関する事項

（４）取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項

（５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

（６）後継者計画（育成を含む）に関する事項

（７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の独立性を担保し、もってコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、社外取締役の独立性判断基準を定めております。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9270/ir_material4/227074/00.pdf

当該基準に準拠し社外取締役の独立性を判断した上で、独立役員の資格を満たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

2018年11月22日開催の第７回定時株主総会において、取締役の報酬等と当社業績及び株価との連動を強め、株価上昇によるメリットのみなら
ず、業績悪化や株価下落によるリスクについても株主と共有することで、業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的に譲渡制
限付株式報酬制度の導入を決議しております。当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）へのインセンティブについては、2021年９月30日
開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を決議しており、短期及び長期の業績・企業価値の向上への貢献の対価として
２種の業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。また、2025年11月26日開催の第14回定時株主総会において、譲渡制限付株式
に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額５億円以内、譲渡制限付株式の総数として１事業年度あたり500,000株を上限として決
議しております。

ストックオプションの付与対象者 従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象者としている理由は、当社の業績と当社の従業員並びに当社子会社の取締役
及び従業員の受ける利益とを連動させることにより、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高めるためで
あります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2025年８月期における取締役の報酬等の総額は291百万円であり、役員区分ごとの内訳は以下のとおりであります。

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）４名　230百万円

監査等委員（社外取締役を除く。）１名　14百万円

社外取締役７名　45百万円

なお、報酬等の総額が１億円以上である者について、第14期の有価証券報告書において個別開示を行っております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．取締役の個人別の報酬等の決定方針

（１）基本報酬

取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であります。当該取締役の役位と役割貢献に応じた所定の額となります。

（２）短期業績連動報酬（株式報酬）

短期の業績及び企業価値の向上への貢献の対価として毎年支給する譲渡制限付株式報酬であります。譲渡制限付株式は、取締役の役位と役
割貢献に応じて基本報酬の25～40％水準の株式数を付与いたします。譲渡制限期間である１年を経たのち、連結営業利益の計画達成度合いに
応じて譲渡制限を解除する仕組みとしております。達成率が70～100％の場合はその比率を適用して譲渡制限を解除し、解除されなかった株式に
ついては無償取得いたします。なお、達成率が70％未満である場合には全株式を無償取得いたします。

（３）長期業績連動報酬（株式報酬）

取締役在任期間における、長期の業績及び企業価値の向上への対価として毎年支給する譲渡制限付株式報酬であります。譲渡制限付株式は、
取締役の役割によらず、一律で基本報酬の25％水準の株式数を付与いたします。譲渡制限期間は退任の時までとなります。なお、譲渡制限期間
の開始日以降、最初に到来する定時株主総会の開催の前日までに取締役を退任した場合には対象となる付与株式を無償取得いたします。

（４）報酬等の種類別の支給割合

中長期的な視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視しつつ、中長期の業績向上及び株主の利益にも配
慮し、基本報酬・株式報酬の割合を設定しております。上記を踏まえ、取締役の基本報酬に対する株式報酬の割合は、その職責に応じて20～40
％程度となるように設定しております。

２．報酬等の内容の決定方法

（１）指名・報酬委員会

取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、代表取締役１名及び過半数を
独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。

（２）報酬の決定方法

取締役の個人別報酬等の決定方針は、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会にて決定いたします。また、取締役の個人別の報酬額は
当該方針に基づき、各取締役の役位と役割貢献等を踏まえて指名・報酬委員会で審議された上で、指名・報酬委員会から答申を受け、取締役会
が決定いたします。なお、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定いたします。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポート体制については、議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、監査等委員である社外取締役を含む全役
員に対して、取締役会事務局である法務部が事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて補足説明等も行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会

当社の取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名（うち社外取締役２名）及び監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）
の合計10名（うち社外取締役５名）で構成されております。このうち、独立社外取締役は４名選任しております。

毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略等、経営上重要な意思決定及び業
務執行の監督を行っております。取締役会には監査等委員である取締役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。

2025年８月期においては合計16回開催し、全取締役（2025年８月期中で選任された取締役を除く。）が全ての取締役会に出席いたしました。なお、
2024年11月22日開催の第13回定時株主総会において新たに選任された冨田光俊については、就任後に開催された取締役会13回全てに出席い
たしました。

なお、2025年８月期に開催された取締役会において、決議事項としては決算・事業計画関連、経営方針・経営戦略関連、役員関連（報酬を含む）
等の事項について、報告事項としては業績及び事業進捗・見通し、中期経営計画に基づいた経営戦略、内部統制・コンプライアンス等の事項につ
いて、検討がなされました。

２．監査等委員会

当社の監査等委員会は４名（うち社外取締役３名）で構成されており、原則として毎月１回開催しております。そのほか、会計監査人及び内部監査
室と必要に応じて相互に情報及び意見交換を行う等連携を強め、監査の実質的向上を図っております。

2025年８月期においては合計13回開催し、全監査等委員が全ての監査等委員会に参加いたしました。

なお、2025年８月期に開催された監査等委員会において、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査等委員の職務分担の決定、会計監査
人の評価と再任同意、会計監査人の監査報酬に対する同意等を審議いたしました。

３．経営執行会議

当社では、業務執行の迅速化、効率化を実現するため、代表取締役、代表取締役の指名する取締役及び執行役員等で構成される経営執行会議
を原則として毎月２回開催しており、事業戦略の策定、進捗状況の確認、部門間の課題共有等を行っております。当該会議体は、重要事項の指
示・伝達を図り、会社全体としての認識の統一を図る機関として有効に機能しております。経営執行会議には常勤監査等委員である取締役が毎
回出席し、社内状況やリスクの把握に努めております。

４．指名・報酬委員会



当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は代表取締役及び社外取締役２名で構成さ
れており、取締役の指名及び報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

2025年８月期においては合計６回開催し、全委員が全ての指名・報酬委員会に出席いたしました。

なお、2025年８月期に開催された指名・報酬委員会において、取締役候補者の指名、役員報酬、後継者育成に関する事項等を審議いたしました。

５．リスクマネジメント委員会

当社は、代表取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しており、原則として毎月１回開催しております。全社のコンプライアンス及び
リスク情報の収集と分析を行うことでリスクを網羅的・包括的に管理し、その内容を取締役会に報告しております。

６．ESG推進委員会

当社は、ESG推進担当取締役を委員長とするESG推進委員会を設置しており、原則として毎月１回開催しております。ESG推進にかかわる重要方
針や施策についての議論を行い、計画及び進捗について取締役会に報告しております。

７．内部監査

当社の内部監査は、代表取締役直轄の独立した部門として内部監査室（２名）を設けて、期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわ
たる内部監査を行っております。また、被監査部門から独立した部門に属する内部監査室が、内部監査規程に基づき、社内諸規程や法令等の遵
守状況の確認、内部統制システムの運用状況の確認、効率性・安全性等に関する指摘・勧告等を行っております。内部監査の実効性を確保する
ための取組として、内部監査室による監査結果は毎月代表取締役に直接報告される他、内部監査室長が取締役会に出席して内部監査結果等に
ついて報告を行っております。その他、毎月実施される監査等委員会に内部監査室も出席し、監査結果や関連するリスク課題の共有と討議を行っ
ております。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることにより、内部監査の実効
性を担保しております。

８．取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の実効性について分析・評価を以下のとおり行っております。

①評価方法

全取締役に対し、取締役会事務局が外部機関の意見を受けて作成した取締役会の実効性評価アンケートを送付し、各自回答いたしました。

その結果を委託先の外部機関が分析し、他社との比較も交えた報告を取締役会で行いました。また、取締役会事務局においても分析・対応案を
検討し、取締役会において議論を行っております。

②アンケート項目

アンケートの大項目は以下のとおりです。

１．取締役会の在り方

２．取締役会の構成

３．取締役会の運営

４．取締役会の議論

５．取締役会のモニタリング機能

６．社外取締役のパフォーマンス

７．株主（投資家）との対話

８．取締役自身の取組

９．監査等委員会

１０．総括

③2024年８月期の実効性評価の結果として認識された課題に対するアンケート結果

2024年８月期において認識された課題について、将来的な取締役会の構成に対しては指名・報酬委員会での継続議論を行うことで、スコアは改善
傾向にあるものの、引き続き検討の必要性が認識されました。一方、国内新規事業や子会社のモニタリング、ガバナンス強化においては子会社
の体制強化・監査強化を進めており一定の改善がなされているとの評価結果となりました。

④2025年８月期の評価結果と今後の取組

2025年８月期においては、前年度に引き続き、経営戦略・経営計画に対する議論の実施、後継者計画の策定・運用が課題として認識されました。
加えて、ESGやサステナビリティの取組に対する議論や経営戦略への反映、取締役会以外での社外取締役間の意見交換の機会の充実などにつ
いても課題として認識されました。抽出された課題への対応を通じて、取締役会の実効性向上に努め、ガバナンス体制の強化を図ってまいりま
す。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の意思決定の迅速化と機動性向上を図り、監視体制、監督機能の更なる強化を通じて、コーポレート・ガバナンスの一層の充
実、実効性を高めるため、監査等委員会設置会社を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組んでおります。

集中日を回避した株主総会の設定 開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

国内外の機関投資家の議決権行使環境の向上のため、議決権電子行使プラットフォーム
へ参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 狭義の招集通知及び株主総会参考書類を英文で提供しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを策定し、当社コーポレートサイトにて公表しており
ます。（https://www.valuence.inc/ir/management/policy/）

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家説明会を定期的に開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

代表取締役またはIR管掌取締役による決算報告及び今後の事業戦略に対す
るアナリスト・機関投資家向け決算説明会を決算発表後、四半期毎に開催して
おります。また、国内外の機関投資家・アナリストとのIR面談を定期的に行って
おります。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

海外機関投資家・アナリストとのIR面談を定期的に実施しております。なお、当
社が英語による開示が必要と判断する情報（適時開示資料、プレスリリース、
決算説明資料、決算説明会書き起こし、Q&A、コーポレート・ガバナンス報告書
など）は、当社の英語版コーポレートサイトにおいて積極的に情報開示しており
ます。

あり

IR資料のホームページ掲載

適時開示資料について、開示後速やかに当社コーポレートサイトにおいて掲載
しており、また、過去の開示資料についても継続して掲載しております。加え
て、当社は、四半期毎に決算説明会をアナリスト・機関投資家向けに開催して
おり、これらの説明会の資料を適時開示情報閲覧サービスに開示し、当社コー
ポレートサイト（https://www.valuence.inc/ir/）には第２四半期及び本決算説明
会の動画も掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部を担当部署とし、経営企画部長を責任者としております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、全ての株主及び投資家の皆様を始めあらゆるステークホルダーに対し、透明性、
公平性、継続性を基本に迅速な情報提供に努めます。金融商品取引法及び東京証券取
引所の定める適時開示規則に準拠した情報開示を基本方針としております。当社は、適時
開示規則に該当しない情報につきましても、当社を理解していただくうえで、有用と判断し
た情報は、出来る限り積極的にかつタイムリーな情報開示に努めております。また、当社
は英語版のコーポレートサイトを開設するとともに、株主総会招集通知や決算説明資料、
重要な適時開示資料、プレスリリースの英語版を作成し、英語での情報開示の充実を図っ
ております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、サステナビリティへの対応は重要な経営課題の一つという認識のもと、
当社グループが掲げるパーパス「Circular Design for the Earth and US」に基づき、サステ

ナビリティの取組に関する各種方針を定め、全社横断的にサステナビリティに資する取組
を推進しております。

当社グループは、2022年９月、金融安定理事会によって設置された「TCFD（気候関連財務
情報開示タスクフォース）」への賛同を表明し、TCFD 提言に基づく開示を進めております。

また、気候変動に対する取組の指標として温室効果ガス排出量を設定し、2030年８月期ま
でにバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを達成することを目標に掲げております。
温室効果ガス排出量の算定を含む現状の把握と環境負荷低減に向けた具体的な施策の
検討を進めるとともに、更なる開示の拡充に取り組んでおります。

サステナビリティに関する情報は当社コーポレートサイト（https://www.valuence.inc/sustai
nability/）をご覧下さい。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社コーポレートサイトに掲載しているディスクロージャーポリシーに則り、全てのステーク
ホルダーに対し、コーポレートサイトにおける各種資料の掲載や、決算説明会等を通じて、
適時適切かつ積極的な情報開示を行っていく方針であります。

また、内部情報の取扱いに際して、インサイダー取引管理規程に基づく適正な管理を行っ
ております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、役職員等の各ステーク・ホルダーに対する社会的責任を果たすため、持続的成長と企業
価値の向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、「コンプライアンス規程」を制定し、当社及び子会社の役職員が、法令・定款等を遵守する
ことの徹底を図るとともに、内部監査室が当社及び子会社の内部監査を実施しております。また、内部通報・外部通報制度を含むリスク管理体制
の強化に取り組み、内部統制システムの充実に努めております。

（２）当社及び子会社の役職員に法令・定款等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規程」、「バリュエンスグループ行動規範」を制定し、コンプ
ライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持しております。

（３）当社及び子会社の役職員が、コンプライアンスに違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築するため、「内部通報
に関する規程」を制定し、社内窓口に加え、第三者機関（顧問弁護士）への通報も可能としております。

（４）第三者が、当社及び子会社の役職員のコンプライアンスに違反する行為を発見した場合の報告体制としての外部通報制度を構築するため、
「外部通報に関する規程」を制定し社外へ通知し、当社グループの外部通報窓口への通報を可能としております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会・取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報・文書については、法令、「文書管理規程」、「稟議規程」等の社内諸規程
及び関連マニュアルに従い、適切に保存し管理しております。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社は代表取締役を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスク管理に対する体制、方針等を決定、当社及び子会社のリスク管
理体制を評価、必要に応じて改善するとともに、リスク管理部門として法務部がリスク管理活動を統括し、「リスクマネジメント規程」の整備と検証・
改正を図っております。

（２）大規模災害等が発生した場合に備え、事業継続計画（BCP）を策定する等、緊急時の体制を整備しております。

４．当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定め
るとともに、定例の取締役会を月１回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督等を行っております。また、必要に応じて臨時開催してお
ります。

（２）執行役員制度を執ることにより、取締役は経営の迅速化、監督機能の強化など経営機能に専念し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行
責任を明確にしております。

（３）「取締役会規程」に則り、社外取締役を含めた取締役会で、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定
し、業務執行状況を監督しております。

（４）取締役会における取締役等の指名及び報酬等の意思決定プロセスの公正性・透明性・客観性の確保と説明責任を強化するため、任意の指
名・報酬委員会を設置し、複数の独立社外取締役をその構成員としております。指名・報酬委員会は、取締役等の指名及び報酬等について審議
した結果を取締役会に答申しております。

（５）取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報の把握に努めております。



５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）当社は、当社グループにおけるコンプライアンス規程に定める行動指針などを通じて、子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保する
ための体制の整備に関する指導及び支援を行っております。

（２）当社は、各子会社へ取締役及び監査役を必要に応じて派遣することにより、経営の健全性及び効率性の向上を図っております。子会社の業
務遂行に関する管理は、総務部が統括し、子会社は、「関係会社管理規程」に定める承認事項については、当社へ報告し、定期的に業務進捗等
の情報の報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保しております。

（３）子会社の事業運営に関する重要な事項については、「関係会社管理規程」に従い、当社の経営執行会議での審議及び取締役会への付議を
行っております。

（４）代表取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当
社の取締役会に報告を行っております。

（５）内部監査室は「内部監査規程」に基づき、定期的に当社及び子会社の監査を行っております。内部監査室長は内部監査の実施状況につき代
表取締役へ報告を行っております。また取締役会へ報告を行っております。

６．監査等委員会の職務を補助する取締役及び従業員に関する事項及び当該取締役及び従業員の取締役（監査等委員である取締役を除く。）か
らの独立性に関する事項並びに当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）当社は、監査等委員会の職務を補助する取締役及び従業員は配置しておりませんが、監査等委員会が求めた場合には、当該取締役及び従
業員を任命、配置することができるものとしております。

（２）監査等委員会の職務を補助する取締役及び従業員の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要としております。

（３）監査等委員会の職務を補助する取締役及び従業員への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の指揮命令は受けないものとしております。また、当該取締役及び従業員の評価については、監査等委員会の意見を聴取することとしてお
ります。

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

（１）監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、また、経営執行会議等の重要会議に出席することができ、当社における重要事項や損害を
及ぼすおそれのある事実等について報告を受けるものとしております。

（２）監査等委員である取締役は、必要に応じて経営企画部及び内部監査室から報告を受けるものとしております。

（３）取締役及び従業員は、取締役会及び重要な会議に付議する重要事項、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査等委員会に報
告しております。

（４）取締役及び従業員は、監査等委員会から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行っております。

８．当社の子会社の取締役・監査役等及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委
員会への報告に関する体制

当社の子会社の取締役、監査役等及び従業員は、当社の子会社の経営、業績に著しい影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為、
その他当社グループに著しい損害を与える事項を発見した場合には、速やかに当社の監査等委員会に報告するものとしております。

また、当社の子会社の取締役、監査役等及び従業員は、当社の監査等委員会から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提
供を行っております。

９．監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の定める「内部通報に関する規程」及び「外部通報に関する規程」において、通報者に対していかなる不利益も行ってはならない旨を規定して
おりますが、前号の監査等委員会への報告についても同様としております。

10．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用又は
債務が監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人及び内
部監査室と必要に応じ相互に情報及び意見交換を行うなど連携を強め、監査の実質的向上を図っております。

12．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性の観点から、内部統制の４つの目的である業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等
の遵守及び資産の保全は相互に密接に関連していると認識しております。そのため、代表取締役は、内部統制システムの制定や内部監査室等
からの全体監査の報告を通じ、財務報告に係る内部統制の整備、評価を実施し、継続的な改善を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除しております。また、取締役及び従業員は、反社会的勢
力に常に注意を払うとともに、事案の発生時には、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に従い、関係行政機関や法律
の専門家と緊密に連携し、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社は、買収への対応方針を導入しない旨を当社コーポレート・ガバナンス基本方針において定めております。今後、買収への対応方針を導入す
る場合は、経営陣・取締役会の保身目的とならないように、その導入、運用については、取締役会・監査等委員会は株主に対する受託者責任を全
うする観点から、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うこととしております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制、当社取締役の専門性及び経験（スキルマトリックス）及び適時開示手続きに関する事務フローの概要を参考
資料として添付いたします。




